
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号

財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第

百
九
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
き
、
及
び
同
条
の
規
定
を

実
施
す
る
た
め
、
財
務
書
類
の
監
査
証
明
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
二
十
六
年
証
券
取
引
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
全

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
監
査
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
務
計
算
に

関
す
る
書
類
の
範
囲
）

第
一
条
　
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
九
十
三
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び

作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令

第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）

第
八
条
の
十
七
第
一
項
第
十
一
号
（
財
務
諸
表
等
規
則

第
二
百
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に

関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八

号
。
以
下
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十

五
条
の
十
二
第
一
項
第
十
二
号
（
連
結
財
務
諸
表
規
則

第
二
百
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
掲
げ
る
事
項
の
注
記
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
法
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
条
第
六

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る

届
出
書
に
含
ま
れ
る
財
務
諸
表
（
財
務
諸
表
等
規
則

第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
財
務
書
類
（
財
務
諸
表
等

規
則
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
外
国
会
社
が

提
出
す
る
財
務
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う

ち
、
特
定
有
価
証
券
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
以
外
の
有
価
証
券
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

は

近
事
業
年
度
及
び
そ
の
直
前
事
業
年
度
、
特
定

有
価
証
券
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は

近
特
定
期
間

（
法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
直
前
特
定
期
間
に

係
る
も
の
（
届
出
書
に
含
ま
れ
る

近
事
業
年
度
又

は
特
定
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
年
度

等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
直
前
事
業
年
度
等
に
係

る
財
務
諸
表
又
は
財
務
書
類
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
書
類
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
従
前
に
お
い
て
、

法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く

は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四

条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
届
出
書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
た

書
類
と
同
一
の
内
容
の
も
の
を
除
く
。
）

二
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届

出
書
に
含
ま
れ
る
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
（
財
務
諸

表
等
規
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
一

種
中
間
財
務
諸
表
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
届
出
書

に
含
ま
れ
る
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
の
う
ち
、
従
前

に
お
い
て
、
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
の

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
又
は

半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
た
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
と

同
一
の
内
容
の
も
の
を
除
く
。
）

三
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届

出
書
に
含
ま
れ
る
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
（
財
務
諸

表
等
規
則
第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
二

種
中
間
財
務
諸
表
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
届
出
書

に
含
ま
れ
る
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
の
う
ち
、
従
前

に
お
い
て
、
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
の

五
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
第
五
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
を
除
き
、

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
提

出
さ
れ
た
届
出
書
又
は
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
た
第

二
種
中
間
財
務
諸
表
と
同
一
の
内
容
の
も
の
を
除

く
。
）

四
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届

出
書
に
含
ま
れ
る
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
財
務
諸
表

規
則
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
連
結
財
務

諸
表
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
届
出
書
に
含
ま
れ
る

連
結
財
務
諸
表
の
う
ち
、
従
前
に
お
い
て
、
法
第
五

条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
又
は
有
価
証

券
報
告
書
に
含
ま
れ
た
連
結
財
務
諸
表
と
同
一
の
内

容
の
も
の
を
除
く
。
）

五
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届

出
書
に
含
ま
れ
る
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
（
連

結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
（
届
出
書
に
含
ま
れ
る
第
一
種
中
間
連
結
財
務

諸
表
の
う
ち
、
従
前
に
お
い
て
、
法
第
五
条
第
一
項

又
は
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
届
出
書
又
は
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
た
第
一

種
中
間
連
結
財
務
諸
表
と
同
一
の
内
容
の
も
の
を
除

く
。
）

六
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届

出
書
に
含
ま
れ
る
第
二
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
（
連

結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
第
二
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
（
届
出
書
に
含
ま
れ
る
第
二
種
中
間
連
結
財
務

諸
表
の
う
ち
、
従
前
に
お
い
て
、
法
第
五
条
第
一
項

又
は
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
届
出
書
又
は
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
た
第
二

種
中
間
連
結
財
務
諸
表
と
同
一
の
内
容
の
も
の
を
除

く
。
）

七
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
る
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
る
財
務

諸
表
又
は
財
務
書
類
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
書

類
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、

近
事
業
年
度
等
及
び

そ
の
直
前
事
業
年
度
等
に
係
る
も
の
（
同
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
有
価
証
券
報
告
書
に
含

ま
れ
る
書
類
の
う
ち
、
従
前
に
お
い
て
、
法
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
に
含
ま

れ
た
書
類
と
同
一
の
内
容
の
も
の
を
除
く
。
）

八
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
る
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
る
連
結

財
務
諸
表
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

る
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
る
連
結
財
務
諸
表
の

う
ち
、
従
前
に
お
い
て
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
に
含
ま
れ
た
連
結
財
務

諸
表
と
同
一
の
内
容
の
も
の
を
除
く
。
）

九
　
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
る
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
る
第
一
種
中
間
財
務

諸
表
（
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
る
第
一
種
中
間
財
務

諸
表
の
う
ち
、
従
前
に
お
い
て
、
法
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
に
含
ま
れ
た
第

一
種
中
間
財
務
諸
表
と
同
一
の
内
容
の
も
の
を
除

く
。
）

十
　
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
る
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
る
第
一
種
中
間
連
結

財
務
諸
表
（
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
る
第
一
種
中
間

連
結
財
務
諸
表
の
う
ち
、
従
前
に
お
い
て
、
法
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
に
含

ま
れ
た
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
と
同
一
の
内
容

の
も
の
を
除
く
。
）

十
一
　
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
さ
れ
る
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
る
第
二
種
中
間
財

務
諸
表
（
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
る
第
二
種
中
間
財

務
諸
表
の
う
ち
、
従
前
に
お
い
て
、
法
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
に
含
ま
れ
た

第
二
種
中
間
財
務
諸
表
と
同
一
の
内
容
の
も
の
を
除

く
。
）

十
二
　
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
さ
れ
る
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
る
第
二
種
中
間
連

結
財
務
諸
表
（
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
る
第
二
種
中

間
連
結
財
務
諸
表
の
う
ち
、
従
前
に
お
い
て
、
法
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
に

含
ま
れ
た
第
二
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
と
同
一
の
内

容
の
も
の
を
除
く
。
）

十
三
　
法
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十

条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
四
条
の
二
第

一
項
及
び
第
二
十
四
条
の
五
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る

訂
正
届
出
書
又
は
訂
正
報
告
書
に
よ
る
訂
正
後
の
前

各
号
に
掲
げ
る
書
類

十
四
　
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届
出
書
、
法
第

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一

項
又
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
る
有
価
証
券
報
告
書
及
び
法
第
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
提
出
さ
れ
る
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
る
第
一

号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
又
は
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
書
類

十
五
　
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条

第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
の
五

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
訂
正
届
出
書
又
は
訂
正
報
告

書
に
よ
る
訂
正
後
の
前
号
に
掲
げ
る
書
類

（
監
査
証
明
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
証
明
）

第
一
条
の
二
　
法
第
百
九
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
監
査
証

明
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
証
明
を
受
け
た
場
合

は
、
外
国
監
査
法
人
等
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
一
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す

る
外
国
監
査
法
人
等
を
い
う
。
）
か
ら
外
国
会
社
等
財

務
書
類
（
同
法
第
三
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定

す
る
外
国
会
社
等
財
務
書
類
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
同

法
第
二
条
第
一
項
の
業
務
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る

業
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
監
査
証
明
に
相

当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
証
明
を
受
け
た
場
合
と
す
る
。

（
監
査
証
明
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
）

第
一
条
の
三
　
第
一
条
各
号
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
す

る
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
法
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
法
第
百
九
十

三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
に
係
る
承
認
申
請
書

を
当
該
書
類
を
提
出
す
べ
き
財
務
局
長
等
（
企
業
内
容

等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵

1



省
令
第
五
号
。
以
下
「
開
示
府
令
」
と
い
う
。
）
第
二

十
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
又
は
特
定
有
価
証
券
の
内

容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省

令
第
二
十
二
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類

を
提
出
す
べ
き
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
を
い

う
。
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
と
被
監
査
会
社
等
と
の

特
別
の
利
害
関
係
）

第
二
条
　
法
第
百
九
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
公

認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に

規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

に
係
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
関
係
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
六
号
に
つ
い
て
は
、
連
結
財
務
諸
表
等
（
連
結
財
務

諸
表
、
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
又
は
第
二
種
中
間

連
結
財
務
諸
表
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

法
第
百
九
十
三
条
の
二
第
一
項
の
監
査
証
明
（
以
下

「
監
査
証
明
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
場
合
に
限
る
。

一
　
公
認
会
計
士
法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
関

係
を
有
す
る
場
合

二
　
公
認
会
計
士
法
第
二
十
四
条
の
二
（
同
法
第
十
六

条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
一
項
の
業
務
を
行
つ

て
は
な
ら
な
い
場
合

三
　
公
認
会
計
士
法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
（
同
法

第
十
六
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
十
四
条
の
三
第

三
項
に
規
定
す
る
監
査
関
連
業
務
を
行
つ
て
は
な
ら

な
い
場
合

四
　
監
査
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
会
社
そ
の
他
の
者

（
以
下
「
被
監
査
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行

う
監
査
に
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
者
（
以
下
「
補

助
者
」
と
い
う
。
）
が
、
公
認
会
計
士
法
第
二
十
四

条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
若
し
く
は
第
三

項
又
は
公
認
会
計
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政

令
第
三
百
四
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
若
し
く
は
第
九
号

に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合

五
　
公
認
会
計
士
の
二
親
等
以
内
の
親
族
が
、
公
認
会

計
士
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
公
認
会
計

士
法
施
行
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
関

係
を
有
す
る
場
合

六
　
公
認
会
計
士
若
し
く
は
そ
の
配
偶
者
又
は
補
助
者

が
、
被
監
査
会
社
等
の
連
結
子
会
社
（
連
結
財
務
諸

表
規
則
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
連
結
子
会
社
を

い
い
、
被
監
査
会
社
等
が
外
国
会
社
（
開
示
府
令
第

一
条
第
二
十
号
の
四
に
規
定
す
る
外
国
会
社
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
条
第
一
項
第
一
号
リ
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
こ
れ
に

相
当
す
る
会
社
を
い
う
。
次
項
及
び
第
四
条
第
一
項

第
一
号
リ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
持
分
法
適
用
会

社
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す

る
持
分
法
が
適
用
さ
れ
る
非
連
結
子
会
社
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
非
連
結
子
会
社
を
い
う
。
同
項
第

一
号
リ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
関
連
会
社
（
同
条

第
七
号
に
規
定
す
る
関
連
会
社
を
い
う
。
）
を
い
い
、

被
監
査
会
社
等
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
会
社
を
い
う
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
と
の
間
に
公
認
会
計
士
法
第
二
十
四
条

第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項

又
は
公
認
会
計
士
法
施
行
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号

若
し
く
は
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
（
補
助
者
に
あ

つ
て
は
、
同
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
関
係
を
有

す
る
場
合

２
　
法
第
百
九
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
監
査
法

人
に
係
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
関
係
と
す
る
。
た
だ

し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
つ
い
て
は
、
連
結
財

務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
場
合
に
限
る
。

一
　
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
に
規

定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合

二
　
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
十
一
の
二
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
一
項
の

業
務
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
場
合

三
　
被
監
査
会
社
等
に
つ
い
て
の
監
査
証
明
に
係
る
業

務
を
執
行
す
る
監
査
法
人
の
社
員
又
は
そ
の
配
偶
者

が
、
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
三
項
に

規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合

四
　
補
助
者
が
、
公
認
会
計
士
法
第
二
十
四
条
第
一
項

第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項
又
は
公

認
会
計
士
法
施
行
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四

号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
若
し
く
は
第
九
号
に

規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合

五
　
被
監
査
会
社
等
に
つ
い
て
の
監
査
証
明
に
係
る
業

務
を
執
行
す
る
監
査
法
人
の
社
員
の
二
親
等
以
内
の

親
族
が
、
公
認
会
計
士
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一

号
又
は
公
認
会
計
士
法
施
行
令
第
七
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合

六
　
監
査
法
人
が
、
被
監
査
会
社
等
の
連
結
子
会
社
又

は
持
分
法
適
用
会
社
と
の
間
に
公
認
会
計
士
法
第
三

十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
又
は
公
認
会
計
士
法

施
行
令
第
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定

す
る
関
係
を
有
す
る
場
合

七
　
被
監
査
会
社
等
に
つ
い
て
の
監
査
証
明
に
係
る
業

務
を
執
行
す
る
監
査
法
人
の
社
員
若
し
く
は
そ
の
配

偶
者
又
は
補
助
者
が
、
被
監
査
会
社
等
の
連
結
子
会

社
又
は
持
分
法
適
用
会
社
と
の
間
に
公
認
会
計
士
法

第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
若
し

く
は
第
三
項
又
は
公
認
会
計
士
法
施
行
令
第
七
条
第

一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で

（
補
助
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す

る
関
係
を
有
す
る
場
合

八
　
監
査
法
人
の
社
員
の
う
ち
に
、
被
監
査
会
社
等
の

持
分
法
適
用
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
監
査
役
若

し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
が
あ
る
場
合
又
は
被
監
査

会
社
等
の
連
結
子
会
社
若
し
く
は
持
分
法
適
用
会
社

と
の
間
に
公
認
会
計
士
法
施
行
令
第
十
五
条
第
五
号

に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
者
が
あ
る
場
合

九
　
監
査
法
人
の
社
員
の
半
数
以
上
の
者
が
、
本
人
又

は
そ
の
配
偶
者
に
つ
き
、
被
監
査
会
社
等
の
連
結
子

会
社
又
は
持
分
法
適
用
会
社
と
の
間
に
公
認
会
計
士

法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
若

し
く
は
第
三
項
又
は
公
認
会
計
士
法
施
行
令
第
七
条

第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で

に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
場
合

（
監
査
証
明
の
手
続
）

第
三
条
　
財
務
諸
表
、
財
務
書
類
又
は
連
結
財
務
諸
表

（
以
下
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
の
監
査
証
明
は
、

財
務
諸
表
等
の
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監

査
法
人
が
作
成
す
る
監
査
報
告
書
（
そ
の
作
成
に
代
え

て
電
磁
的
記
録
（
法
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電

磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
が
さ
れ
て

い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
に
よ
り
、
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
又
は
第
二

種
中
間
連
結
財
務
諸
表
（
以
下
「
第
二
種
中
間
財
務
諸

表
等
」
と
い
う
。
）
の
監
査
証
明
は
、
第
二
種
中
間
財

務
諸
表
等
の
監
査
（
以
下
「
中
間
監
査
」
と
い
う
。
）

を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
作
成
す
る

中
間
監
査
報
告
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録

の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記

録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
、
第
一
種
中
間
財

務
諸
表
又
は
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
（
以
下
「
第

一
種
中
間
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
の
監
査
証
明
は
、

第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等
の
監
査
（
以
下
「
期
中
レ
ビ

ュ
ー
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監

査
法
人
が
作
成
す
る
期
中
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
（
そ
の
作

成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合

に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
監
査
報
告
書
、
中
間
監
査
報
告
書

及
び
期
中
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
に
係
る
電
磁
的
記
録
は
、

作
成
者
の
署
名
に
代
わ
る
措
置
と
し
て
、
作
成
者
に
よ

る
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の

電
子
署
名
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
監
査
報
告
書
、
中
間
監
査
報
告
書
又
は
期

中
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら

れ
る
監
査
に
関
す
る
基
準
及
び
慣
行
に
従
つ
て
実
施
さ

れ
た
監
査
、
中
間
監
査
又
は
期
中
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
に

基
づ
い
て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
金
融
庁
組
織
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
九
十
二

号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
企
業
会
計
審
議

会
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
監
査
に
関
す
る
基

準
は
、
前
項
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら

れ
る
監
査
に
関
す
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
五
号
に
掲
げ
る
基
準
は
、
次
項
の
規
定
に

よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。

一
　
監
査
基
準

二
　
中
間
監
査
基
準

三
　
監
査
に
関
す
る
品
質
管
理
基
準

四
　
期
中
レ
ビ
ュ
ー
基
準

五
　
監
査
に
お
け
る
不
正
リ
ス
ク
対
応
基
準

５
　
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
基
準
は
、
被
監
査
会
社
等
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
に
限
り
、

適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
そ
の
発
行
す
る
有
価
証
券
が
法
第
二
十
四
条
第
一

項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
同

項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
会
社
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
価

証
券
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
協
同
組

織
金
融
機
関
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に

関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
を
い

う
。
）
を
含
む
。
）

二
　
そ
の
発
行
す
る
有
価
証
券
が
法
第
二
十
四
条
第
一

項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
同

項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
会
社
（

終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借

対
照
表
に
資
本
金
と
し
て
計
上
し
た
額
が
五
億
円
未

満
又
は

終
事
業
年
度
に
係
る
損
益
計
算
書
に
よ
る

売
上
高
（
事
業
収
益
及
び
営
業
収
益
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
額
若
し
く
は
直
近
三
年
間
に
終
了
し
た
各

事
業
年
度
に
係
る
損
益
計
算
書
に
よ
る
売
上
高
の
額

2



の
合
計
額
を
三
で
除
し
て
得
た
額
の
う
ち
い
ず
れ
か

大
き
い
方
の
額
が
十
億
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、

終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計

上
し
た
額
の
合
計
額
が
二
百
億
円
未
満
で
あ
る
会
社

を
除
く
。
）

（
監
査
報
告
書
等
の
記
載
事
項
）

第
四
条
　
前
条
第
一
項
の
監
査
報
告
書
、
中
間
監
査
報
告

書
又
は
期
中
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
簡
潔

明
瞭
に
記
載
し
、
か
つ
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人

の
代
表
者
が
作
成
の
年
月
日
を
付
し
て
署
名
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
監
査
報
告

書
、
中
間
監
査
報
告
書
又
は
期
中
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
が

監
査
法
人
の
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
監

査
法
人
の
代
表
者
の
ほ
か
、
当
該
監
査
証
明
に
係
る
業

務
を
執
行
し
た
社
員
（
以
下
「
業
務
執
行
社
員
」
と
い

う
。
）
が
、
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

指
定
証
明
（
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
十
の
四
第

二
項
に
規
定
す
る
指
定
証
明
を
い
う
。
）
又
は
特
定
証

明
（
同
法
第
三
十
四
条
の
十
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る

特
定
証
明
を
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
証

明
に
係
る
指
定
社
員
（
同
法
第
三
十
四
条
の
十
の
四
第

二
項
に
規
定
す
る
指
定
社
員
を
い
う
。
）
又
は
当
該
特

定
証
明
に
係
る
指
定
有
限
責
任
社
員
（
同
法
第
三
十
四

条
の
十
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
有
限
責
任
社
員

を
い
う
。
）
で
あ
る
業
務
執
行
社
員
が
作
成
の
年
月
日

を
付
し
て
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
監
査
報
告
書
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人

の
意
見
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
意
見
に
係
る
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財

務
諸
表
等
の
範
囲

（２）
　
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸
表
等
が
、
一

般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基

準
に
準
拠
し
て
、
当
該
財
務
諸
表
等
に
係
る
事

業
年
度
（
連
結
財
務
諸
表
の
場
合
に
は
、
連
結

会
計
年
度
。
以
下
同
じ
。
）
の
財
政
状
態
、
経

営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
を

全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て

い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

ロ
　
イ
（
２
）
の
意
見
の
根
拠

ハ
　
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
二
十
七
（
連
結
財

務
諸
表
規
則
第
十
五
条
の
二
十
二
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
注
記
に
係

る
事
項

ニ
　
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
（
第
二
十
二
項
に

規
定
す
る
意
見
の
表
明
を
し
な
い
旨
及
び
そ
の
理

由
を
監
査
報
告
書
に
記
載
す
る
場
合
を
除
く
。
）

ホ
　
そ
の
他
の
記
載
内
容
に
関
す
る
事
項
（
第
二
十

二
項
に
規
定
す
る
意
見
の
表
明
を
し
な
い
旨
及
び

そ
の
理
由
を
監
査
報
告
書
に
記
載
す
る
場
合
を
除

く
。
）

ヘ
　
追
記
情
報

ト
　
経
営
者
及
び
監
査
役
等
（
監
査
役
、
監
査
役

会
、
監
査
等
委
員
会
又
は
監
査
委
員
会
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
責
任

チ
　
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人

の
責
任

リ
　
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人

（
こ
れ
ら
の
者
と
同
一
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
共
通

の
名
称
を
用
い
る
な
ど
し
て
そ
の
業
務
を
行
う
公

認
会
計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
又
は
公
認
会
計
士

法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
八
十
一

号
）
第
三
十
九
条
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
外
国
監

査
事
務
所
等
を
含
め
て
構
成
さ
れ
る
組
織
を
い

う
。
第
十
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
属
す
る
者
を
含
む
。
）
が
被
監
査
会
社
等

又
は
そ
の
連
結
子
会
社
若
し
く
は
非
連
結
子
会
社

（
被
監
査
会
社
等
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
会
社
）
か
ら
受
け
取

つ
た
、
又
は
受
け
取
る
べ
き
報
酬
（
当
該
非
連
結

子
会
社
か
ら
受
け
取
つ
た
、
又
は
受
け
取
る
べ
き

報
酬
に
あ
つ
て
は
、
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計

士
又
は
監
査
法
人
の
独
立
性
の
保
持
に
影
響
を
与

え
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
項

ヌ
　
公
認
会
計
士
法
第
二
十
五
条
第
二
項
（
同
法
第

十
六
条
の
二
第
六
項
及
び
第
三
十
四
条
の
十
二
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
明
示
す
べ
き
利
害
関
係

二
　
中
間
監
査
報
告
書
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
中
間
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査

法
人
の
意
見
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
意
見
に
係
る
中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ

た
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
の
範
囲

（２）
　
中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
第
二
種
中
間
財

務
諸
表
等
が
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ

る
企
業
会
計
の
基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該
第
二

種
中
間
財
務
諸
表
等
に
係
る
中
間
会
計
期
間

（
第
二
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
場
合
に
は
、

中
間
連
結
会
計
期
間
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第

一
条
の
二
第
二
号
イ
（
１
）
に
規
定
す
る
中
間

連
結
会
計
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
。
第
十

二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
の
状
況
に
関
す
る
有
用
な
情
報
を
表
示

し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

ロ
　
イ
（
２
）
の
意
見
の
根
拠

ハ
　
財
務
諸
表
等
規
則
第
二
百
三
十
六
条
（
連
結
財

務
諸
表
規
則
第
二
百
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
注
記
に
係
る

事
項

ニ
　
追
記
情
報

ホ
　
経
営
者
及
び
監
査
役
等
の
責
任

ヘ
　
中
間
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査

法
人
の
責
任

ト
　
公
認
会
計
士
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
明
示
す
べ
き
利
害
関
係

三
　
期
中
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
期
中
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は

監
査
法
人
の
結
論
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
結
論
に
係
る
期
中
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と

な
つ
た
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等
の
範
囲

（２）
　
期
中
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と
な
つ
た
第
一
種
中

間
財
務
諸
表
等
が
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め

ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該

第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等
に
係
る
中
間
会
計
期

間
（
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
場
合
に

は
、
中
間
連
結
会
計
期
間
。
第
十
七
項
各
号
及

び
第
十
八
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
財

政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ

ー
の
状
況
を
適
正
に
表
示
し
て
い
な
い
と
信
じ

さ
せ
る
事
項
が
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
認

め
ら
れ
な
か
つ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
結
論

ロ
　
イ
（
２
）
の
結
論
の
根
拠

ハ
　
財
務
諸
表
等
規
則
第
百
四
十
九
条
（
連
結
財
務

諸
表
規
則
第
百
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
注
記
に
係
る
事
項

ニ
　
追
記
情
報

ホ
　
経
営
者
及
び
監
査
役
等
の
責
任

ヘ
　
期
中
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は

監
査
法
人
の
責
任

ト
　
公
認
会
計
士
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
明
示
す
べ
き
利
害
関
係

２
　
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
の
発
行
者
が
初
め

て
提
出
す
る
届
出
書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ

る
指
定
国
際
会
計
基
準
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
三
百

十
二
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
修
正
国
際
基

準
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
三
百
十
四
条
に
規
定
す
る

修
正
国
際
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
準
拠
し
て
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
又
は
米

国
式
連
結
財
務
諸
表
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
三
百
十

六
条
に
規
定
す
る
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
を
い
う
。
）

の
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
作

成
す
る
監
査
報
告
書
に
、
比
較
情
報
（
連
結
財
務
諸
表

規
則
第
八
条
の
三
に
規
定
す
る
比
較
情
報
に
相
当
す
る

も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に

は
、
前
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
に
、
当
該
連
結
財
務

諸
表
又
は
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
に
係
る
連
結
会
計
年

度
の
前
連
結
会
計
年
度
に
関
す
る
事
項
を
含
め
て
記
載

す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
の
意
見
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
意
見
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事

項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
無
限
定
適
正
意
見
　
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務

諸
表
等
が
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業

会
計
の
基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該
財
務
諸
表
等
に
係

る
事
業
年
度
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い

て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨

二
　
除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
適
正
意
見
　
監
査
の

対
象
と
な
つ
た
財
務
諸
表
等
が
、
除
外
事
項
を
除
き

一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準

に
準
拠
し
て
、
当
該
財
務
諸
表
等
に
係
る
事
業
年
度

の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ

ー
の
状
況
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表

示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨

三
　
不
適
正
意
見
　
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸
表

等
が
不
適
正
で
あ
る
旨

４
　
第
一
項
第
一
号
ロ
の
意
見
の
根
拠
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
監
査
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
監
査
の

基
準
に
準
拠
し
て
行
わ
れ
た
旨

二
　
監
査
の
結
果
と
し
て
入
手
し
た
監
査
証
拠
が
意
見

表
明
の
基
礎
を
与
え
る
十
分
か
つ
適
切
な
も
の
で
あ

る
こ
と
。

三
　
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
の
意
見
が
前
項
第
二
号

に
掲
げ
る
意
見
の
区
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
除
外
事
項
及
び
当
該
除
外
事
項
が
監
査
の
対
象

と
な
つ
た
財
務
諸
表
等
に
与
え
て
い
る
影
響
並
び

に
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
意

見
と
し
た
理
由

ロ
　
実
施
で
き
な
か
つ
た
重
要
な
監
査
手
続
及
び
当

該
重
要
な
監
査
手
続
を
実
施
で
き
な
か
つ
た
事
実

3



が
影
響
す
る
事
項
並
び
に
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
前

項
第
二
号
に
掲
げ
る
意
見
と
し
た
理
由

四
　
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
の
意
見
が
前
項
第
三
号

に
掲
げ
る
意
見
の
区
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
監
査
の

対
象
と
な
つ
た
財
務
諸
表
等
が
不
適
正
で
あ
る
理
由

５
　
第
一
項
第
一
号
ニ
の
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項

（
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
、

当
該
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸

表
等
の
監
査
の
過
程
で
、
監
査
役
等
と
協
議
し
た
事
項

の
う
ち
、
監
査
及
び
会
計
の
専
門
家
と
し
て
当
該
監
査

に
お
い
て
特
に
重
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
事
項
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
財
務
諸
表
等
に
お
い
て
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事

項
に
関
連
す
る
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

当
該
開
示
が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所

二
　
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
の
内
容

三
　
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
で
あ
る
と
決
定
し
た

理
由

四
　
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
に
対
す
る
監
査
に
お

け
る
対
応

６
　
第
一
項
第
一
号
ホ
の
そ
の
他
の
記
載
内
容
（
法
第
五

条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
第
十
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届
出
書
の
う
ち
財
務
諸
表
等
及
び

監
査
報
告
書
並
び
に
証
券
情
報
、
組
織
再
編
成
に
関
す

る
情
報
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
情
報
に
関
す
る
事
項

以
外
の
記
載
内
容
、
法
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一

項
若
し
く
は
第
十
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
項

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

る
訂
正
届
出
書
の
う
ち
財
務
諸
表
等
及
び
監
査
報
告
書

並
び
に
証
券
情
報
、
組
織
再
編
成
に
関
す
る
情
報
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
情
報
に
関
す
る
事
項
以
外
の
記
載

内
容
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
第
十
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
有
価
証
券
報
告
書
の
う
ち
財
務

諸
表
等
及
び
監
査
報
告
書
以
外
の
記
載
内
容
又
は
法
第

二
十
四
条
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
項
第
二
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第

一
項
、
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
訂
正
報
告
書
の
う
ち
財
務
諸
表

等
及
び
監
査
報
告
書
以
外
の
記
載
内
容
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
そ
の
他
の
記
載
内
容
の
範
囲

二
　
そ
の
他
の
記
載
内
容
に
対
す
る
経
営
者
及
び
監
査

役
等
の
責
任

三
　
そ
の
他
の
記
載
内
容
に
対
し
て
公
認
会
計
士
又
は

監
査
法
人
は
意
見
を
表
明
す
る
も
の
で
は
な
い
旨

四
　
そ
の
他
の
記
載
内
容
に
対
す
る
公
認
会
計
士
又
は

監
査
法
人
の
責
任

五
　
そ
の
他
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
公
認
会
計
士
又
は

監
査
法
人
が
報
告
す
べ
き
事
項
の
有
無
及
び
そ
の

内
容

７
　
第
一
項
第
一
号
ヘ
の
追
記
情
報
は
、
会
計
方
針
の
変

更
、
重
要
な
偶
発
事
象
、
重
要
な
後
発
事
象
そ
の
他
の

事
項
で
あ
つ
て
、
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
若
し

く
は
監
査
法
人
が
強
調
し
、
又
は
説
明
す
る
こ
と
が
適

当
と
判
断
し
た
事
項
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。

８
　
第
一
項
第
一
号
ト
の
経
営
者
及
び
監
査
役
等
の
責
任

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号

に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
経
営
者
の
責
任
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
財
務
諸
表
等
を
作
成
す
る
責
任
が
あ
る
こ
と
。

ロ
　
財
務
諸
表
等
に
重
要
な
虚
偽
の
表
示
が
な
い
よ

う
に
内
部
統
制
を
整
備
及
び
運
用
す
る
責
任
が
あ

る
こ
と
。

ハ
　
継
続
企
業
の
前
提
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条

の
二
十
七
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
十
五
条
の
二

十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

定
す
る
継
続
企
業
の
前
提
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
評
価
を
行
い
必
要

な
開
示
を
行
う
責
任
が
あ
る
こ
と
。

二
　
監
査
役
等
の
責
任
　
財
務
報
告
（
財
務
計
算
に
関

す
る
書
類
そ
の
他
の
情
報
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た

め
の
体
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣

府
令
第
六
十
二
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
財

務
報
告
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
過
程
を
監

視
す
る
責
任
が
あ
る
こ
と
。

９
　
第
一
項
第
一
号
チ
の
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士

又
は
監
査
法
人
の
責
任
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の

責
任
は
独
立
の
立
場
か
ら
財
務
諸
表
等
に
対
す
る
意

見
を
表
明
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
。

二
　
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
監
査
の
基
準
は

監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
財

務
諸
表
等
に
重
要
な
虚
偽
の
表
示
が
な
い
か
ど
う
か

の
合
理
的
な
保
証
を
得
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ

と
。

三
　
監
査
は
財
務
諸
表
項
目
に
関
す
る
監
査
証
拠
を
得

る
た
め
の
手
続
を
含
む
こ
と
。

四
　
監
査
は
経
営
者
が
採
用
し
た
会
計
方
針
及
び
そ
の

適
用
方
法
並
び
に
経
営
者
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
見
積

り
の
評
価
も
含
め
全
体
と
し
て
財
務
諸
表
等
の
表
示

を
検
討
し
て
い
る
こ
と
。

五
　
監
査
手
続
の
選
択
及
び
適
用
は
監
査
を
実
施
し
た

公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
判
断
に
よ
る
こ
と
。

六
　
財
務
諸
表
監
査
の
目
的
は
、
内
部
統
制
の
有
効
性

に
つ
い
て
意
見
を
表
明
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い

こ
と
。

七
　
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
経
営
者
の
評
価
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
。

八
　
監
査
役
等
と
適
切
な
連
携
を
図
る
こ
と
。

九
　
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
を
決
定
し
て
監
査
報

告
書
に
記
載
す
る
こ
と
（
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る

意
見
の
表
明
を
し
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
監
査
報

告
書
に
記
載
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

10
　
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項

第
一
号
ニ
及
び
リ
並
び
に
前
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場

合
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
被
監
査
会
社
等
が
前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
つ
て
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出

書
又
は
法
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
若
し
く

は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訂
正
届
出
書
を
提

出
す
る
場
合

二
　
被
監
査
会
社
等
が
前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
つ
て
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

有
価
証
券
報
告
書
又
は
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一

項
、
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
訂
正
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合

11
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
の
記
載
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
被
監
査
会
社
等
の
財
務
諸
表
又
は
財
務
書
類
に
係

る
監
査
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
第
一
項
第
一
号
ニ
に

掲
げ
る
事
項
と
同
一
の
内
容
が
当
該
被
監
査
会
社
等

の
連
結
財
務
諸
表
に
係
る
監
査
報
告
書
に
記
載
さ
れ

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
財
務
諸
表
又
は
財
務
書
類

に
係
る
監
査
報
告
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
と
き
　

当
該
監
査
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
同
号
ニ
に
掲
げ
る

事
項

二
　
被
監
査
会
社
等
の
財
務
諸
表
又
は
財
務
書
類
の
監

査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
（
こ
れ

ら
の
者
と
同
一
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
属
す
る
者
を
含

む
。
）
が
当
該
被
監
査
会
社
等
の
連
結
財
務
諸
表
の

監
査
を
実
施
し
、
当
該
連
結
財
務
諸
表
に
係
る
監
査

報
告
書
に
第
一
項
第
一
号
リ
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載

さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
財
務
諸
表
又
は
財
務

書
類
に
係
る
監
査
報
告
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
と

き
　
当
該
監
査
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
同
号
リ
に
掲

げ
る
事
項

三
　
被
監
査
会
社
等
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
を
実
施
し

た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
（
こ
れ
ら
の
者
と
同

一
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
属
す
る
者
を
含
む
。
）
が
当

該
被
監
査
会
社
等
の
発
行
済
株
式
（
議
決
権
の
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
又
は
持
分
の
全
部
を
直
接
又
は
間

接
に
保
有
し
て
い
る
者
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
を
実

施
し
、
当
該
者
の
連
結
財
務
諸
表
に
係
る
監
査
報
告

書
に
第
一
項
第
一
号
リ
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
監
査
会
社
等
の
財
務
諸

表
等
に
係
る
監
査
報
告
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
と

き
　
当
該
監
査
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
同
号
リ
に
掲

げ
る
事
項

12
　
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
）
の
意
見
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
意
見
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事

項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
が
有
用
な
情
報
を
表
示

し
て
い
る
旨
の
意
見
　
中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た

第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
が
、
一
般
に
公
正
妥
当
と

認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該

第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
に
係
る
中
間
会
計
期
間
の

財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

の
状
況
に
関
す
る
有
用
な
情
報
を
表
示
し
て
い
る
旨

二
　
除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
意
見
　
中
間
監
査
の

対
象
と
な
つ
た
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
が
、
除
外

事
項
を
除
き
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業

会
計
の
基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該
第
二
種
中
間
財
務

諸
表
等
に
係
る
中
間
会
計
期
間
の
財
政
状
態
、
経
営

成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
に
関
す
る

有
用
な
情
報
を
表
示
し
て
い
る
旨

三
　
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
が
有
用
な
情
報
を
表
示

し
て
い
な
い
旨
の
意
見
　
中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ

た
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
が
有
用
な
情
報
を
表
示

し
て
い
な
い
旨

13
　
第
一
項
第
二
号
ロ
の
意
見
の
根
拠
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
中
間
監
査
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
中

間
監
査
の
基
準
に
準
拠
し
て
行
わ
れ
た
旨

二
　
中
間
監
査
の
結
果
と
し
て
入
手
し
た
監
査
証
拠
が

意
見
表
明
の
基
礎
を
与
え
る
十
分
か
つ
適
切
な
も
の

で
あ
る
こ
と
。

4



三
　
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
）
の
意
見
が
前
項
第
二
号

に
掲
げ
る
意
見
の
区
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
除
外
事
項
及
び
当
該
除
外
事
項
が
中
間
監
査
の

対
象
と
な
つ
た
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
に
与
え

て
い
る
影
響
並
び
に
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
前
項
第

二
号
に
掲
げ
る
意
見
と
し
た
理
由

ロ
　
実
施
で
き
な
か
つ
た
重
要
な
中
間
監
査
手
続
及

び
当
該
重
要
な
中
間
監
査
手
続
を
実
施
で
き
な
か

つ
た
事
実
が
影
響
す
る
事
項
並
び
に
こ
れ
ら
を
踏

ま
え
て
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
意
見
と
し
た
理
由

四
　
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
）
の
意
見
が
前
項
第
三
号

に
掲
げ
る
意
見
の
区
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
中
間
監

査
の
対
象
と
な
つ
た
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
が
有

用
な
情
報
を
表
示
し
て
い
な
い
理
由

14
　
第
一
項
第
二
号
ニ
の
追
記
情
報
は
、
会
計
方
針
の
変

更
、
重
要
な
偶
発
事
象
、
重
要
な
後
発
事
象
そ
の
他
の

事
項
で
あ
つ
て
、
中
間
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士

若
し
く
は
監
査
法
人
が
強
調
し
、
又
は
説
明
す
る
こ
と

が
適
当
と
判
断
し
た
事
項
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し

て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

15
　
第
一
項
第
二
号
ホ
の
経
営
者
及
び
監
査
役
等
の
責
任

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号

に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
経
営
者
の
責
任
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
を
作
成
す
る
責
任
が

あ
る
こ
と
。

ロ
　
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
に
重
要
な
虚
偽
の
表

示
が
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
を
整
備
及
び
運
用
す

る
責
任
が
あ
る
こ
と
。

ハ
　
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
評
価
を
行
い
必
要

な
開
示
を
行
う
責
任
が
あ
る
こ
と
。

二
　
監
査
役
等
の
責
任
　
財
務
報
告
に
係
る
過
程
を
監

視
す
る
責
任
が
あ
る
こ
と
。

16
　
第
一
項
第
二
号
ヘ
の
中
間
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会

計
士
又
は
監
査
法
人
の
責
任
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
中
間
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法

人
の
責
任
は
独
立
の
立
場
か
ら
第
二
種
中
間
財
務
諸

表
等
に
対
す
る
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
に
あ
る
こ

と
。

二
　
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
中
間
監
査
の
基

準
は
中
間
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査

法
人
に
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
に
は
全
体
と
し
て

第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
の
有
用
な
情
報
の
表
示
に

関
し
て
投
資
者
の
判
断
を
損
な
う
よ
う
な
重
要
な
虚

偽
の
表
示
が
な
い
か
ど
う
か
の
合
理
的
な
保
証
を
得

る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
。

三
　
中
間
監
査
は
分
析
的
手
続
等
（
分
析
的
手
続
、
質

問
及
び
閲
覧
を
い
う
。
）
を
中
心
と
し
た
監
査
手
続

に
必
要
に
応
じ
て
追
加
の
監
査
手
続
を
適
用
し
て
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
中
間
監
査
は
経
営
者
が
採
用
し
た
会
計
方
針
及
び

そ
の
適
用
方
法
並
び
に
経
営
者
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た

見
積
り
の
評
価
も
含
め
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
の

表
示
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
。

五
　
中
間
監
査
手
続
の
選
択
及
び
適
用
は
中
間
監
査
を

実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
判
断
に
よ

る
こ
と
。

六
　
中
間
監
査
の
目
的
は
、
内
部
統
制
の
有
効
性
に
つ

い
て
意
見
を
表
明
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
こ

と
。

七
　
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
経
営
者
の
評
価
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
。

八
　
監
査
役
等
と
適
切
な
連
携
を
図
る
こ
と
。

17
　
第
一
項
第
三
号
イ
（
２
）
の
結
論
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
結
論
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事

項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
無
限
定
の
結
論
　
期
中
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と
な
つ

た
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等
が
、
一
般
に
公
正
妥
当

と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
準
拠
し
て
、
当

該
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等
に
係
る
中
間
会
計
期
間

の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ

ー
の
状
況
を
適
正
に
表
示
し
て
い
な
い
と
信
じ
さ
せ

る
事
項
が
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な

か
つ
た
旨

二
　
除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
結
論
　
期
中
レ
ビ
ュ

ー
の
対
象
と
な
つ
た
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等
が
、

除
外
事
項
を
除
き
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る

企
業
会
計
の
基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該
第
一
種
中
間

財
務
諸
表
等
に
係
る
中
間
会
計
期
間
の
財
政
状
態
、

経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
を
重

要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
な
い
と
信
じ

さ
せ
る
事
項
が
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
旨

三
　
否
定
的
結
論
　
期
中
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と
な
つ
た

第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等
が
、
一
般
に
公
正
妥
当
と

認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該

第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等
に
係
る
中
間
会
計
期
間
の

財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

の
状
況
を
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い

な
い
と
信
じ
さ
せ
る
事
項
が
認
め
ら
れ
た
旨

18
　
第
一
項
第
三
号
ロ
の
結
論
の
根
拠
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
期
中
レ
ビ
ュ
ー
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ

る
期
中
レ
ビ
ュ
ー
の
基
準
に
準
拠
し
て
行
わ
れ
た
旨

二
　
期
中
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
と
し
て
入
手
し
た
証
拠
が

結
論
の
表
明
の
基
礎
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
第
一
項
第
三
号
イ
（
２
）
の
結
論
が
前
項
第
二
号

に
掲
げ
る
結
論
の
区
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
除
外
事
項
及
び
当
該
除
外
事
項
が
期
中
レ
ビ
ュ

ー
の
対
象
と
な
つ
た
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等
に

与
え
て
い
る
影
響
（
当
該
影
響
を
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
を
踏

ま
え
て
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
結
論
と
し
た
理
由

ロ
　
実
施
で
き
な
か
つ
た
重
要
な
期
中
レ
ビ
ュ
ー
手

続
及
び
当
該
重
要
な
期
中
レ
ビ
ュ
ー
手
続
を
実
施

で
き
な
か
つ
た
事
実
が
影
響
す
る
事
項
並
び
に
こ

れ
ら
を
踏
ま
え
て
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
結
論
と

し
た
理
由

四
　
第
一
項
第
三
号
イ
（
２
）
の
結
論
が
前
項
第
三
号

に
掲
げ
る
結
論
の
区
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
期
中
レ

ビ
ュ
ー
の
対
象
と
な
つ
た
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等

が
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の

基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等

に
係
る
中
間
会
計
期
間
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及

び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
を
重
要
な
点
に
お

い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
な
い
と
信
じ
さ
せ
る
事
項

が
認
め
ら
れ
た
理
由

19
　
第
一
項
第
三
号
ニ
の
追
記
情
報
は
、
会
計
方
針
の
変

更
、
重
要
な
偶
発
事
象
、
重
要
な
後
発
事
象
そ
の
他
の

事
項
で
あ
つ
て
、
期
中
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
公
認
会

計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
が
強
調
し
、
又
は
説
明
す
る

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
事
項
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
区
分
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

20
　
第
一
項
第
三
号
ホ
の
経
営
者
及
び
監
査
役
等
の
責
任

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号

に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
経
営
者
の
責
任
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等
を
作
成
す
る
責
任
が

あ
る
こ
と
。

ロ
　
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等
に
重
要
な
虚
偽
の
表

示
が
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
を
整
備
及
び
運
用
す

る
責
任
が
あ
る
こ
と
。

ハ
　
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
評
価
を
行
い
必
要

な
開
示
を
行
う
責
任
が
あ
る
こ
と
。

二
　
監
査
役
等
の
責
任
　
財
務
報
告
に
係
る
過
程
を
監

視
す
る
責
任
が
あ
る
こ
と
。

21
　
第
一
項
第
三
号
ヘ
の
期
中
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
公

認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
責
任
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
期
中
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監

査
法
人
の
責
任
は
独
立
の
立
場
か
ら
第
一
種
中
間
財

務
諸
表
等
に
対
す
る
結
論
を
表
明
す
る
こ
と
に
あ
る

こ
と
。

二
　
期
中
レ
ビ
ュ
ー
は
質
問
、
分
析
的
手
続
そ
の
他
の

期
中
レ
ビ
ュ
ー
手
続
に
よ
り
行
わ
れ
、
年
度
の
財
務

諸
表
等
の
監
査
に
比
べ
て
限
定
的
な
手
続
に
よ
り
行

わ
れ
た
こ
と
。

三
　
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
経
営
者
の
評
価
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
。

四
　
監
査
役
等
と
適
切
な
連
携
を
図
る
こ
と
。

22
　
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
は
、
重
要
な
監
査
手
続

又
は
期
中
レ
ビ
ュ
ー
手
続
が
実
施
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と

等
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
の
意
見
を
表
明

す
る
た
め
の
基
礎
を
得
ら
れ
な
か
つ
た
場
合
若
し
く
は

同
項
第
二
号
イ
（
２
）
の
意
見
を
表
明
す
る
た
め
の
基

礎
を
得
ら
れ
な
か
つ
た
場
合
又
は
同
項
第
三
号
イ

（
２
）
の
結
論
の
表
明
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
イ
（
２
）
若
し

く
は
第
二
号
イ
（
２
）
の
意
見
又
は
同
項
第
三
号
イ

（
２
）
の
結
論
の
表
明
を
し
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を

監
査
報
告
書
若
し
く
は
中
間
監
査
報
告
書
又
は
期
中
レ

ビ
ュ
ー
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

23
　
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸
表
等
が
指
定
国
際
会

計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第

一
項
第
一
号
イ
（
２
）
並
び
に
第
三
項
第
一
号
及
び
第

二
号
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企

業
会
計
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載

す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
指
定
国
際
会
計
基
準
が
国
際
会
計
基
準
（
連
結
財

務
諸
表
規
則
第
三
百
十
二
条
に
規
定
す
る
国
際
会
計

基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
同
一
で
あ
る
場
合
　
国
際
会
計
基
準

二
　
指
定
国
際
会
計
基
準
が
国
際
会
計
基
準
と
異
な
る

場
合
　
指
定
国
際
会
計
基
準

24
　
前
項
の
規
定
は
、
中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
第
二

種
中
間
財
務
諸
表
等
が
指
定
国
際
会
計
基
準
に
準
拠
し

て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）

並
び
に
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
）
並
び
に
第
十
二
項
第
一
号

及
び
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

25
　
第
二
十
三
項
の
規
定
は
、
期
中
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と

な
つ
た
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
等
が
指
定
国
際
会
計
基

準
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一
項
第
一

号
イ
（
２
）
並
び
に
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と

あ
る
の
は
、
「
第
一
項
第
三
号
イ
（
２
）
、
第
十
七
項
各

5



号
及
び
第
十
八
項
第
四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

26
　
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
連
結
財
務
諸
表
が
修
正
国
際

基
準
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一

項
第
一
号
イ
（
２
）
並
び
に
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業

会
計
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
修
正
国
際
基
準
を
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

27
　
前
項
の
規
定
は
、
中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
第
二

種
中
間
連
結
財
務
諸
表
が
修
正
国
際
基
準
に
準
拠
し
て

作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
並

び
に
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
）
並
び
に
第
十
二
項
第
一
号

及
び
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

28
　
第
二
十
六
項
の
規
定
は
、
期
中
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と

な
つ
た
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
が
修
正
国
際
基
準

に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一
項
第
一
号

イ
（
２
）
並
び
に
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と
あ

る
の
は
、
「
第
一
項
第
三
号
イ
（
２
）
、
第
十
七
項
各
号

及
び
第
十
八
項
第
四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
監
査
概
要
書
等
の
提
出
）

第
五
条
　
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
は
、
法
第
百
九
十

三
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
報
告
又

は
資
料
の
一
部
と
し
て
、
監
査
、
中
間
監
査
又
は
期
中

レ
ビ
ュ
ー
（
以
下
「
監
査
等
」
と
い
う
。
）
の
従
事
者
、

監
査
日
数
そ
の
他
当
該
監
査
等
に
関
す
る
事
項
の
概
要

を
記
載
し
た
概
要
書
を
、
当
該
監
査
等
の
終
了
後
当
該

監
査
等
に
係
る
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
す

べ
き
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
概
要
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

監
査
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に

よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
財
務
諸
表
等
（
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示

に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
第
九
号
に
規
定
す
る
フ

ァ
ン
ド
及
び
同
条
第
九
号
の
四
に
規
定
す
る
信
託
財

産
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
フ
ァ
ン
ド
及
び
信
託

財
産
」
と
い
う
。
）
に
係
る
財
務
諸
表
等
を
除
く
。
）

の
監
査
に
係
る
概
要
書
　
第
一
号
様
式

二
　
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
（
フ
ァ
ン
ド
及
び
信
託

財
産
に
係
る
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
を
除
く
。
）

の
中
間
監
査
に
係
る
概
要
書
　
第
二
号
様
式

三
　
フ
ァ
ン
ド
及
び
信
託
財
産
に
係
る
財
務
諸
表
等
の

監
査
及
び
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
等
の
中
間
監
査
に

係
る
概
要
書
　
第
三
号
様
式

四
　
期
中
レ
ビ
ュ
ー
に
係
る
概
要
書
　
第
四
号
様
式

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
概
要
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
概
要
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま

で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
概

要
書
　
当
該
概
要
書
に
係
る
監
査
報
告
書
、
中
間
監

査
報
告
書
又
は
期
中
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
の
作
成
日
の

翌
月
の
末
日

二
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
概
要
書
　
当
該
概
要
書
に

係
る
監
査
報
告
書
又
は
中
間
監
査
報
告
書
の
作
成
日

か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日

（
監
査
証
明
に
関
す
る
書
類
の
財
務
局
長
等
の
受
理
）

第
五
条
の
二
　
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年

政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
一

項
に
規
定
す
る
概
要
書
と
す
る
。

（
監
査
調
書
の
作
成
及
び
備
置
）

第
六
条
　
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
は
、
監
査
等
の
終

了
後
遅
滞
な
く
、
当
該
監
査
等
に
係
る
記
録
又
は
資
料

を
当
該
監
査
等
に
係
る
監
査
調
書
と
し
て
整
理
し
、
こ

れ
を
そ
の
事
務
所
に
備
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
監
査
調
書
は
、
電
磁
的
記
録
を
も

つ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
令
違
反
等
事
実
の
通
知
）

第
七
条
　
監
査
証
明
を
行
う
に
当
た
り
特
定
発
行
者
（
法

第
百
九
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
発
行
者

を
い
う
。
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
お
け
る
法
令
違
反
等
事
実
（
法
第
百
九
十
三
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
法
令
違
反
等
事
実
を
い
う
。
）
を

発
見
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
は
、
当
該
事
実

の
内
容
及
び
当
該
事
実
に
係
る
法
令
違
反
の
是
正
そ
の

他
の
適
切
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
書
面
又
は
次
条
に

定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
特
定
発
行
者
の
監
査
役
又

は
監
事
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
（
法
第
百
九
十
三

条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
適
切
な
措
置
を
と
る
こ
と

に
つ
い
て
他
に
適
切
な
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

者
）
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
八
条
　
法
第
百
九
十
三
条
の
三
各
項
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接

続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
す
る
方
法
と
す
る
。

（
意
見
の
申
出
の
手
続
）

第
九
条
　
法
第
百
九
十
三
条
の
三
第
二
項
の
申
出
を
し
よ

う
と
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
特
定
発
行
者
の
商
号
又
は
名
称

三
　
法
第
百
九
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
を
行
つ
た
日

四
　
意
見
の
要
旨

五
　
意
見
の
内
容
（
法
第
百
九
十
三
条
の
三
第
二
項
第

一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事

項
の
別
に
記
載
す
る
こ
と
。
）

２
　
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
氏
名
に
つ
い
て
は
、
旧
氏

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第

二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
条
の
十
三
に
規
定
す
る
旧
氏

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て

記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
、
信

託
会
社
、
保
険
会
社
及
び
公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事

業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
四

号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
証
事
業
会
社
（
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
の

当
該
各
号
に
掲
げ
る
財
務
諸
表
等
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
適
用
し
な
い
。

一
　
設
立
の
日
に
お
け
る
資
本
の
額
が
五
億
円
未
満
の

銀
行
等
　
当
該
設
立
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
係

る
財
務
諸
表
等

二
　
設
立
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る

資
本
の
額
が
五
億
円
未
満
か
つ
負
債
の
合
計
金
額
が

二
百
億
円
未
満
の
銀
行
等
　
当
該
設
立
の
日
の
属
す

る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
等

三
　
事
業
年
度
（
設
立
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
を
除

く
。
）
の
末
日
に
お
け
る
資
本
の
額
が
五
億
円
未
満

か
つ
当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
の
直
前
事

業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
負
債
の
合
計
金
額
が
そ
れ

ぞ
れ
二
百
億
円
未
満
の
銀
行
等
　
当
該
事
業
年
度
の

翌
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
等

３
　
第
一
条
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
等
の

当
該
各
号
に
掲
げ
る
中
間
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
適
用
し
な
い
。

一
　
設
立
の
日
に
お
け
る
資
本
の
額
が
五
億
円
未
満
の

銀
行
等
　
当
該
設
立
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
を
構

成
す
る
中
間
会
計
期
間
に
係
る
中
間
財
務
諸
表

二
　
設
立
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る

資
本
の
額
が
五
億
円
未
満
か
つ
負
債
の
合
計
金
額
が

二
百
億
円
未
満
の
銀
行
等
　
当
該
設
立
の
日
の
属
す

る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
を
構
成
す
る
中
間
会
計

期
間
に
係
る
中
間
財
務
諸
表

三
　
事
業
年
度
（
設
立
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
を
除

く
。
）
の
末
日
に
お
け
る
資
本
の
額
が
五
億
円
未
満

か
つ
当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
の
直
前
事

業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
負
債
の
合
計
金
額
が
そ
れ

ぞ
れ
二
百
億
円
未
満
の
銀
行
等
　
当
該
事
業
年
度
の

翌
事
業
年
度
を
構
成
す
る
中
間
会
計
期
間
に
係
る
中

間
財
務
諸
表

４
　
第
一
条
の
規
定
は
、
会
社
が
、
証
券
取
引
所
の
規
則

に
定
め
る
有
価
証
券
の
上
場
に
関
す
る
特
別
の
基
準

（
有
価
証
券
の
上
場
申
請
に
係
る
監
査
報
告
書
の
提
出

に
つ
い
て
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

「
上
場
特
則
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
当
該
証
券
取

引
所
に
発
行
株
式
を
上
場
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
証
券
取
引
所
の
規
則
に
よ
り
発
行
株
式
の
募

集
又
は
売
出
し
を
行
う
た
め
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
す
る
届
出
書
に
含
ま
れ
る

近
事
業
年

度
の
直
前
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
及
び

近
連
結

会
計
年
度
の
直
前
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸

表
が
平
成
八
年
一
月
一
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
又

は
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
財
務
諸
表
及
び
当
該
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
適

用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
一
条
の
規
定
は
、
会
社
が
、
上
場
特
則
基
準
に
よ

り
、
証
券
取
引
所
に
発
行
株
式
を
上
場
し
た
場
合
に
お

い
て
、
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す

る
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
る

近
事
業
年
度
の
直

前
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
及
び

近
連
結
会
計
年

度
の
直
前
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
が
平

成
八
年
一
月
一
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結

会
計
年
度
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
財
務

諸
表
及
び
当
該
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
適
用
し
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
第
一
条
の
規
定
は
、
会
社
が
、
証
券
業
協
会
の
規
則

に
定
め
る
有
価
証
券
の
登
録
に
関
す
る
特
別
の
基
準

（
以
下
「
店
頭
特
則
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
当
該

証
券
業
協
会
に
発
行
株
式
を
店
頭
売
買
有
価
証
券
（
法

第
七
十
六
条
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
登
録
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
証
券
業
協
会
の
規
則
に
よ
り
発
行
株

式
の
募
集
又
は
売
出
し
を
行
う
た
め
、
法
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
届
出
書
に
含
ま
れ
る

近

事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
及
び

近
連
結
会
計
年
度
の
直
前
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結

財
務
諸
表
が
平
成
七
年
十
月
十
一
日
前
に
開
始
す
る
事

業
年
度
又
は
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

6



に
は
、
当
該
財
務
諸
表
及
び
当
該
連
結
財
務
諸
表
に
つ

い
て
は
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
第
一
条
の
規
定
は
、
会
社
が
、
店
頭
特
則
基
準
に
よ

り
、
証
券
業
協
会
に
発
行
株
式
を
店
頭
売
買
有
価
証
券

と
し
て
登
録
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
有
価
証
券
報
告
書
に
含

ま
れ
る

近
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
に
係
る
財
務

諸
表
及
び

近
連
結
会
計
年
度
の
直
前
連
結
会
計
年
度

に
係
る
連
結
財
務
諸
表
が
平
成
七
年
十
月
十
一
日
前
に

開
始
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
財
務
諸
表
及
び
当
該
連
結
財

務
諸
表
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
第
一
条
の
規
定
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
掲

げ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
発
行
者
（
次
項
に

お
い
て
「
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
発
行
者
」
と

い
う
。
）
が
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

す
る
届
出
書
に
含
ま
れ
る

近
事
業
年
度
の
直
前
事
業

年
度
に
係
る
財
務
諸
表
（
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の

開
示
に
関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二

号
）
第
四
号
様
式
第
三
部
中
「
第
２
　
委
託
会
社
の
経

理
状
況
」
に
記
載
す
べ
き
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書

及
び
利
益
金
処
分
又
は
損
失
金
処
理
に
限
る
。
）
が
平

成
九
年
四
月
一
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
適

用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
第
一
条
の
規
定
は
、
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の

発
行
者
が
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
す
る
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
る

近
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
（
特

定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
省
令
第
七
号

様
式
中
「
第
５
　
委
託
会
社
の
経
理
状
況
」
に
記
載
す

べ
き
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
利
益
金
処
分
又

は
損
失
金
処
理
に
限
る
。
）
が
平
成
九
年
四
月
一
日
前

に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

10
　
第
一
条
の
規
定
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
の
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律

第
百
七
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法

第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
証
券
投
資
信
託
の
受

益
証
券
の
発
行
者
（
次
項
に
お
い
て
「
証
券
投
資
信
託

の
受
益
証
券
の
発
行
者
」
と
い
う
。
）
が
、
法
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
届
出
書
に
含
ま
れ
る

近
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表

（
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府

令
第
四
号
様
式
第
二
部
中
「
第
４
　
フ
ァ
ン
ド
の
経
理

状
況
」
に
記
載
す
べ
き
財
務
諸
表
に
限
る
。
）
が
平
成

十
年
十
月
一
日
前
に
開
始
す
る
計
算
期
間
に
係
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
適
用

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

11
　
第
一
条
の
規
定
は
、
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の

発
行
者
が
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
す
る
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
る

近
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
（
特

定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第

七
号
様
式
中
「
第
４
　
フ
ァ
ン
ド
の
経
理
状
況
」
に
記

載
す
べ
き
財
務
諸
表
に
限
る
。
）
が
平
成
十
年
十
月
一

日
前
に
開
始
す
る
計
算
期
間
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

12
　
第
一
条
の
規
定
は
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一

条
第
二
号
に
掲
げ
る
証
券
若
し
く
は
証
書
を
発
行
し
、

若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
学
校
法
人
等
（
私
立
学

校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条

に
規
定
す
る
学
校
法
人
又
は
同
法
第
六
十
四
条
第
四
項

に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の
三
の

四
に
規
定
す
る
権
利
を
有
価
証
券
と
し
て
発
行
し
、
若

し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
学
校
法
人
等
が
法
第
二
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
提
出
す
る
届
出
書
（
開
示
府
令
第
二
号
様
式
又
は

第
二
号
の
五
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

又
は
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四

条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る

有
価
証
券
報
告
書
（
開
示
府
令
第
三
号
様
式
又
は
第
三

号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
含

ま
れ
る
第
一
条
第
一
号
、
第
四
号
、
第
七
号
又
は
第
八

号
に
掲
げ
る
書
類
が
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
前
に

終
了
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
に
つ
い
て
は
適
用
し
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
一
一
月
二
七
日
大
蔵
省

令
第
五
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
八
月
二
二
日
大
蔵
省
令

第
六
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後

に
提
出
さ
れ
る
財
務
諸
表
に
係
る
監
査
証
明
か
ら
適
用

す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
四
十
年
九
月
一

日
以
前
に
監
査
契
約
を
締
結
し
、
か
つ
、
監
査
の
対
象

と
な
る
財
務
諸
表
の
事
業
年
度
が
同
日
以
前
に
開
始
し

て
い
る
場
合
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
関
す
る
省
令

第
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
五
月
二
一
日
大
蔵
省
令

第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後

に
提
出
さ
れ
る
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
か
ら
適
用
す

る
。
た
だ
し
、
昭
和
四
十
一
年
二
月
二
十
八
日
以
前
に

終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
八
月
一
二
日
大
蔵
省
令

第
四
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
七
月
一
日
大
蔵
省
令
第

四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
三
月
二
三
日
大
蔵
省
令

第
一
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
九
月
二
八
日
大
蔵
省
令

第
五
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
省
令

第
二
条
の
規
定
は
、
現
に
存
す
る
会
社
の
同
令
第
一
条

に
規
定
す
る
財
務
諸
表
等
で
、
こ
の
省
令
施
行
の
日
の

翌
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
の
監
査
証

明
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
財
務
諸
表
等
で
、
同
日
前

に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
も
の
の
監
査
証
明
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
〇
月
三
〇
日
大
蔵
省

令
第
二
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
省
令

（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
及
び
第
四

号
の
規
定
並
び
に
同
条
第
五
号
中
連
結
財
務
諸
表
に
係

る
部
分
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に

開
始
さ
れ
る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
の

監
査
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
三
月
二
九
日
大
蔵
省
令

第
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
省
令

第
二
条
の
規
定
は
、
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る
財
務
諸

表
、
財
務
書
類
又
は
連
結
財
務
諸
表
で
、
こ
の
省
令
施

行
の
日
以
後
開
始
さ
れ
る
事
業
年
度
又
は
連
結
会
計
年

度
（
以
下
「
事
業
年
度
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の

の
監
査
証
明
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
さ
れ

た
事
業
年
度
等
に
係
る
も
の
の
監
査
証
明
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
八
月
三
〇
日
大
蔵
省
令

第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
三
月
二
二
日
大
蔵
省
令

第
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
二
一
日
大
蔵
省
令

第
四
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
証

明
に
関
す
る
省
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
及
び
第
二

号
ハ
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
以
後
終
了

す
る
事
業
年
度
又
は
中
間
会
計
期
間
（
以
下
「
事
業
年

度
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
の
監
査
証
明
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
等
に
係
る

も
の
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
六
月
一
〇
日
大
蔵
省
令

第
三
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
省
令

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年

四
月
一
日
以
後

初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業

年
度
以
後
の
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
等
及
び
当
該

事
業
年
度
を
構
成
す
る
中
間
会
計
期
間
に
係
る
中
間
財

務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日

以
後

初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
以
前
の
事
業
年
度
に

係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
六
日
大
蔵
省

令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
大
蔵
省
令

第
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の
届
出
等
に
関
す
る

省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
二
年
大

蔵
省
令
第
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
有
価
証
券
の
募
集

又
は
売
出
し
の
届
出
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
八

年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
様
式
の
規
定
に
よ
り
作
成
し

て
提
出
す
る
有
価
証
券
届
出
書
に
掲
げ
る
財
務
諸
表
又

は
財
務
書
類
及
び
中
間
財
務
諸
表
並
び
に
当
該
有
価
証

7



券
届
出
書
に
添
付
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
九
月
二
〇
日
大
蔵
省
令

第
四
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
元
年
二
月
三
日
大
蔵
省
令
第
一

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
二
五
日
大
蔵
省
令

第
四
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
省

令
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
省
令
及
び
連
結
財

務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則

は
、
有
価
証
券
届
出
書
（
当
該
届
出
書
に
係
る
訂
正
届

出
書
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
有
価
証
券
報
告
書

の
経
理
の
状
況
に
記
載
す
べ
き
直
近
の
財
務
諸
表
又
は

財
務
書
類
の
事
業
年
度
が
平
成
三
年
四
月
一
日
以
後
開

始
す
る
事
業
年
度
で
あ
る
場
合
か
ら
適
用
し
、
当
該
事

業
年
度
が
平
成
三
年
四
月
一
日
前
か
ら
開
始
す
る
事
業

年
度
で
あ
る
場
合
に
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
三
月
一
〇
日
大
蔵
省
令
第

四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
省
令

第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
以
後
開
始
す

る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
等
又
は
当
該
事
業
年
度

を
構
成
す
る
中
間
会
計
期
間
に
係
る
中
間
財
務
諸
表
の

監
査
証
明
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事

業
年
度
に
係
る
も
の
又
は
当
該
事
業
年
度
を
構
成
し
た

中
間
会
計
期
間
に
係
る
も
の
の
監
査
証
明
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
七
月
一
六
日
大
蔵
省
令
第

六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
七
月
二
十
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
日
大
蔵
省
令
第
二

三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
五
日
大
蔵
省
令
第

二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
一
一
日
大
蔵
省
令

第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
八
日
大
蔵
省
令

第
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
八
日
大
蔵
省
令

第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
金
融
監
督
庁
設
置
法
の
施
行
の
日

（
平
成
十
年
六
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
四
日
大
蔵
省

令
第
一
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
の
た
め
の
関
係

法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十

年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
大
蔵
省
令

第
二
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
証

明
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
監
査
証
明
省
令
」
と
い

う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
三
項
の
規
定

は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度

（
新
監
査
証
明
省
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定

す
る
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
財
務

諸
表
及
び
連
結
財
務
諸
表
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項

に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
の
監
査
証
明

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に

係
る
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
前

に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
等
の
う
ち
、

平
成
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
提
出
さ
れ
る
有
価
証
券

届
出
書
及
び
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
さ
れ
る
も
の
の

監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
当
該
財
務
諸
表
等
が
財
務
諸

表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二

十
四
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
規
則
及
び
連

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省

令
第
二
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
連
結
財
務
諸
表
規

則
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
と
き
は
、
新
監
査
証
明
省
令
の

規
定
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
新
監
査
証
明
省
令
第
一
条
第
四
号
及
び
第
八
号
の
規

定
、
第
二
条
中
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
係
る
部
分
の
規

定
並
び
に
第
三
条
第
一
項
並
び
に
第
四
条
第
一
項
第
二

号
及
び
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十

二
年
四
月
一
日
以
後
開
始
す
る
中
間
会
計
期
間
（
新
監

査
証
明
省
令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
中

間
会
計
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
中
間
財

務
諸
表
及
び
中
間
連
結
財
務
諸
表
（
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
「
中
間
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
の

監
査
証
明
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
中

間
会
計
期
間
に
係
る
中
間
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
平
成

十
二
年
四
月
一
日
前
に
開
始
す
る
中
間
会
計
期
間
に
係

る
中
間
財
務
諸
表
等
の
う
ち
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日

以
後
に
提
出
さ
れ
る
有
価
証
券
届
出
書
及
び
半
期
報
告

書
に
記
載
さ
れ
る
も
の
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
当

該
中
間
財
務
諸
表
等
が
中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様

式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
）
に
よ
る

改
正
後
の
中
間
財
務
諸
表
等
規
則
及
び
中
間
連
結
財
務

諸
表
規
則
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
と
き
は
、
新
監
査
証
明

省
令
の
規
定
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
財
務
諸
表

等
又
は
中
間
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
を
行
つ
た
場
合

に
は
、
新
監
査
証
明
省
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
適

用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
二
六
日
総
理
府
令

第
六
五
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
中
央
省
庁
等
改
革
の
た
め
の
金
融
庁
関
係
政
令
等
の

整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十

四
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
企
業
会
計
審

議
会
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
基
準
は
、
同
令
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
会
計
審
議
会
に
よ
り
公
表
さ

れ
た
基
準
と
み
な
し
て
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の

財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
総
理
府
令
（
昭
和

三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
三
条
第
三
項
、
財

務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）
第
一
条

第
二
項
、
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方

法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十

八
号
）
第
一
条
第
二
項
、
中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、

様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年

大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）
第
一
条
第
二
項
及
び
中
間
連

結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
）
第
一
条

第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
〇
日
総
理
府

令
第
一
一
六
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
中
央
省
庁
等
改
革
の
た
め
の
内
閣
関
係
政
令
等
の
整

備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
三
号
）

第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
企
業
会
計
審
議

会
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
基
準
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
企
業
会
計
審
議
会
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
基
準

と
み
な
し
て
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表

等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
条
第
三
項
、

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る

規
則
第
一
条
第
二
項
、
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式

及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
第
一
条
第
二
項
、
中
間

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る

規
則
第
一
条
第
二
項
及
び
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用

語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
第
一
条
第
二

項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
六
日
総
理
府

令
第
一
五
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
一
二
日
内
閣
府
令

第
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監

査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
終
了
す
る
事

業
年
度
及
び
連
結
会
計
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
及
び
連

結
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
並
び
に
施
行
日
後
開
始
す
る

中
間
会
計
期
間
及
び
中
間
連
結
会
計
期
間
に
係
る
中
間

財
務
諸
表
及
び
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
適

用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
及
び
連
結
会

計
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
及
び
連
結
財
務
諸
表
の
監
査

証
明
並
び
に
施
行
日
以
前
に
開
始
す
る
中
間
会
計
期
間

及
び
中
間
連
結
会
計
期
間
に
係
る
中
間
財
務
諸
表
及
び

中
間
連
結
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令

第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
二
五
日
内
閣
府

令
第
九
七
号
）

8



（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監

査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
新
監
査
証
明
府
令
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
府
令
の
施

行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
及
び
連
結
会
計
年
度

に
係
る
財
務
諸
表
及
び
連
結
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
並

び
に
施
行
日
以
後
開
始
す
る
中
間
会
計
期
間
及
び
中
間

連
結
会
計
期
間
に
係
る
中
間
財
務
諸
表
及
び
中
間
連
結

財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始

す
る
事
業
年
度
及
び
連
結
会
計
年
度
に
係
る
財
務
諸
表

及
び
連
結
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
並
び
に
施
行
日
前
に

開
始
す
る
中
間
会
計
期
間
及
び
中
間
連
結
会
計
期
間
に

係
る
中
間
財
務
諸
表
及
び
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
監
査

証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ

し
、
新
監
査
証
明
府
令
第
一
号
様
式
第
一
部
２
（
１
）

の
そ
の
他
の
業
務
に
係
る
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
施

行
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
報
酬
額
の
記
載

は
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
二
二
日
内
閣
府

令
第
一
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
五
日
内
閣
府
令

第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等

の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
は
、
こ
の
府
令
の
施

行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
終
了
す

る
事
業
年
度
及
び
連
結
会
計
年
度
（
以
下
「
事
業
年
度

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
財
務
諸
表
及
び
連
結
財
務
諸

表
（
以
下
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
の
監
査
証
明

並
び
に
同
日
以
後
終
了
す
る
中
間
会
計
期
間
及
び
中
間

連
結
会
計
期
間
（
以
下
「
中
間
会
計
期
間
等
」
と
い

う
。
）
に
係
る
中
間
財
務
諸
表
及
び
中
間
連
結
財
務
諸

表
（
以
下
「
中
間
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
の
監
査

証
明
に
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
等
及

び
中
間
会
計
期
間
等
に
係
る
財
務
諸
表
等
及
び
中
間
財

務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
六
日
内
閣
府
令

第
五
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監

査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
新
監
査
証
明
府

令
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
開

始
す
る
事
業
年
度
等
に
係
る
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明

及
び
同
日
以
後
開
始
す
る
中
間
会
計
期
間
等
に
係
る
中

間
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
す
る
事
業
年
度
等
及
び
中
間
会
計
期
間
等
に
係
る
財

務
諸
表
等
及
び
中
間
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
一
五
日
内
閣
府
令

第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等

の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
は
、
平
成
二
十
年
四

月
一
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
及
び
連
結
会
計
年
度

に
係
る
財
務
諸
表
及
び
連
結
財
務
諸
表
、
中
間
財
務
諸

表
及
び
中
間
連
結
財
務
諸
表
並
び
に
四
半
期
財
務
諸
表

及
び
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
適
用
し
、

同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
及
び
連
結
会
計
年
度
に

係
る
財
務
諸
表
及
び
連
結
財
務
諸
表
並
び
に
中
間
財
務

諸
表
及
び
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
の
監
査
証
明

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
〇
月
三
一
日
内
閣
府

令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
七
日
内
閣
府
令

第
八
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
認
会
計
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
三
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
六
日
内
閣
府
令
第

三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
二
四
日
内
閣
府
令

第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等

の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
規
定
の
適
用
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
第
一
条
の
改
正
規
定
（
同
条
中
「
第
八
条
の
十
七

第
一
項
第
十
三
号
」
を
「
第
八
条
の
十
七
第
一
項
第

十
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
附
則
第
二
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
の
適
用
を
受
け
る

財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

二
　
第
一
条
の
改
正
規
定
（
同
条
中
「
第
十
五
条
第
一

項
第
九
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
附
則
第
六
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
改
正
規
定
の
適
用
を
受
け
る
四
半
期
財
務

諸
表
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

三
　
第
一
条
の
改
正
規
定
（
同
条
中
「
第
十
五
条
の
十

二
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
第
十
五
条
の
十
二
第
一

項
第
十
一
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
附
則
第

三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
の
適
用
を

受
け
る
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
一
一
日
内
閣
府

令
第
七
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等

の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
次
項
に
お
い
て

「
新
監
査
証
明
府
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
十
一
号
の

二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に

終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
を
連

結
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
新
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九

十
三
条
の
規
定
に
よ
り

初
に
作
成
す
る
場
合
に
適
用

す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
新
監
査
証
明
府
令
第
一
条

第
四
号
及
び
第
八
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
四
号
及
び
第
八
号
中
「
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第

二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
さ
れ
た
届
出
書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
」
と
あ
る
の

は
、
「
法
第
五
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し

く
は
第
三
項
又
は
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
、
有
価
証
券
報
告
書
又

は
四
半
期
報
告
書
（
第
一
・
四
半
期
報
告
書
に
限
る
。
）

」
と
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表

等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
新
監
査

証
明
府
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
規
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
新
監
査
証
明
府
令
第
一
条
第
七
号
及
び
第
八
号
並

び
に
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
　
平
成
二

十
四
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
会
計

年
度
及
び
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連

結
会
計
年
度
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
連
結
財
務
諸

表
及
び
財
務
諸
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
結

財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
の
監
査
証
明
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
等
に

係
る
連
結
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

二
　
新
監
査
証
明
府
令
第
四
条
第
十
六
項
　
施
行
日
以

後
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
等
に
係
る
連
結
財
務

諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

三
　
新
監
査
証
明
府
令
第
四
条
第
十
七
項
　
施
行
日
以

後
に
開
始
す
る
中
間
連
結
会
計
期
間
及
び
中
間
会
計

期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
間
連
結
会
計
期

間
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
中
間
連
結
財
務
諸
表
及

び
中
間
財
務
諸
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
間

連
結
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
の
監
査
証
明
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

四
　
新
監
査
証
明
府
令
第
四
条
第
十
八
項
　
施
行
日
以

後
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
に
属
す
る
四
半
期
連

結
会
計
期
間
等
に
係
る
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
並
び

9



に
事
業
年
度
に
属
す
る
四
半
期
会
計
期
間
及
び
四
半

期
累
計
期
間
（
第
七
号
に
お
い
て
「
四
半
期
会
計
期

間
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
四
半
期
財
務
諸
表
の
監

査
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

五
　
新
監
査
証
明
府
令
様
式
第
一
号
　
平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
等

に
係
る
連
結
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
等
に
係

る
連
結
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
　
新
監
査
証
明
府
令
様
式
第
二
号
　
平
成
二
十
三
年

四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
連
結
会
計
期
間
等

に
係
る
中
間
連
結
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
中
間
連
結
会
計
期

間
等
に
係
る
中
間
連
結
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

七
　
新
監
査
証
明
府
令
様
式
第
四
号
　
平
成
二
十
三
年

四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
に
属
す

る
四
半
期
連
結
会
計
期
間
等
に
係
る
四
半
期
連
結
財

務
諸
表
及
び
事
業
年
度
に
属
す
る
四
半
期
会
計
期
間

等
に
係
る
四
半
期
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
に
属

す
る
四
半
期
連
結
会
計
期
間
等
に
係
る
四
半
期
連
結

財
務
諸
表
及
び
事
業
年
度
に
属
す
る
四
半
期
会
計
期

間
等
に
係
る
四
半
期
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令

第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等

の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
は
、
施
行
日
以
後
に

開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
及
び
事
業
年
度
に
係
る
連
結

財
務
諸
表
及
び
財
務
諸
表
、
中
間
連
結
財
務
諸
表
及
び

中
間
財
務
諸
表
並
び
に
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
及
び
四

半
期
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
及
び
事
業
年
度
に
係
る

連
結
財
務
諸
表
及
び
財
務
諸
表
、
中
間
連
結
財
務
諸
表

及
び
中
間
財
務
諸
表
並
び
に
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
及

び
四
半
期
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
一
五
日
内
閣
府
令

第
三
四
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
証

明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
四

月
一
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
中
間
財
務
諸

表
若
し
く
は
四
半
期
財
務
諸
表
又
は
連
結
会
計
年
度
に

係
る
中
間
連
結
財
務
諸
表
若
し
く
は
四
半
期
連
結
財
務

諸
表
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年

度
に
係
る
中
間
財
務
諸
表
若
し
く
は
四
半
期
財
務
諸
表

又
は
連
結
会
計
年
度
に
係
る
中
間
連
結
財
務
諸
表
若
し

く
は
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
一
五
日
内
閣
府
令

第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
資
本
市
場
及
び
金
融
業
の
基
盤

強
化
の
た
め
の
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附

則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
二
四
日
内
閣
府
令

第
三
五
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
証

明
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の

規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
後
終
了
す

る
事
業
年
度
及
び
連
結
会
計
年
度
（
以
下
「
事
業
年
度

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
財
務
諸
表
及
び
連
結
財
務
諸

表
（
以
下
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
の
監
査
証
明

並
び
に
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
以
後
終
了
す
る
中

間
会
計
期
間
及
び
中
間
連
結
会
計
期
間
（
以
下
「
中
間

会
計
期
間
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
中
間
財
務
諸
表
及

び
中
間
連
結
財
務
諸
表
（
以
下
「
中
間
財
務
諸
表
等
」

と
い
う
。
）
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二

十
六
年
三
月
三
十
一
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
等
に

係
る
財
務
諸
表
等
及
び
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
前

に
終
了
す
る
中
間
会
計
期
間
等
に
係
る
中
間
財
務
諸
表

等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
〇
月
二
八
日
内
閣
府

令
第
七
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
六
日
内
閣
府
令

第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
二
〇
日
内
閣
府
令

第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
四
日
内
閣
府
令
第

五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等

の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
新
監
査
証
明
府
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適

用
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
新
監
査
証
明
府
令
第
一
条
第
十
一
号
の
二
　
平
成

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
会

計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
を
連
結
財
務
諸
表
提

出
会
社
が
新
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
三
条
又
は

第
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
に
適
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
監
査
証
明
府
令
第

一
条
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中

「
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し

く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
又

は
有
価
証
券
報
告
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
五
条

第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又

は
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
さ
れ
た
届
出
書
、
有
価
証
券
報
告
書
又
は
四
半
期

報
告
書
（
第
一
・
四
半
期
報
告
書
に
限
る
。
）
」
と
す

る
。

二
　
新
監
査
証
明
府
令
第
四
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二

項
　
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す

る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
の
監
査
証

明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

三
　
新
監
査
証
明
府
令
第
四
条
第
二
十
三
項
　
平
成
二

十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
連
結
会
計

期
間
に
係
る
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

四
　
新
監
査
証
明
府
令
第
四
条
第
二
十
四
項
　
平
成
二

十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度

に
属
す
る
四
半
期
連
結
会
計
期
間
及
び
四
半
期
連
結

累
計
期
間
に
係
る
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
監
査
証

明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
三
〇
日
内
閣
府

令
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等

の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
新
監
査
証
明
府
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一

項
第
一
号
ニ
、
第
五
項
及
び
第
八
項
（
第
九
号
に
限

る
。
）
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
令
和
三
年
三
月

三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
及
び
事
業

年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
結
会
計
年
度
等
」

と
い
う
。
）
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
、
財
務
諸
表
及
び

財
務
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
結
財
務
諸
表

等
」
と
い
う
。
）
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
等
に
係
る
連
結
財
務

諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終

了
す
る
連
結
会
計
年
度
等
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
等
の

監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
新
監
査
証
明
府
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
（
ニ
を
除

く
。
）
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
か
ら
第
八
項
（
第

九
号
を
除
く
。
）
ま
で
及
び
第
一
号
様
式
の
規
定
は
、

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
会
計

年
度
等
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
等
に

係
る
連
結
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
結
財
務
諸
表
の

用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五

十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

条
第
二
項
に
お
い
て
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い

う
。
）
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
国
際
会
計
基
準
に
基

づ
い
て
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
を
米
国
証
券
取
引
委

員
会
に
登
録
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
の

二
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社
又
は
米

国
預
託
証
券
の
発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用

語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
り
作
成
し
た
連
結
財
務

諸
表
（
同
項
に
お
い
て
「
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
」
と

い
う
。
）
を
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
し
て
い
る

連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
令
和
元
年
十
二
月
三
十
一

日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
等
に
係
る
連
結
財
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務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
新
監
査
証
明
府

令
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
内
閣
府
令
第
二

号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
内
閣
府
令
第

一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
四
日
内
閣
府
令
第

一
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
二
七
日
内
閣
府
令

第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等

の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
次
項
に
お
い
て

「
新
監
査
証
明
府
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
は
、

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度

及
び
連
結
会
計
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業

年
度
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
財
務
諸
表
、
財
務
書
類

及
び
連
結
財
務
諸
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
財
務

諸
表
等
」
と
い
う
。
）
の
監
査
証
明
、
同
年
九
月
三
十

日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
会
計
期
間
及
び
中
間
連
結
会

計
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
間
会
計
期
間

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
中
間
財
務
諸
表
及
び
中
間
連

結
財
務
諸
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
間
財
務
諸

表
等
」
と
い
う
。
）
の
監
査
証
明
並
び
に
同
年
四
月
一

日
以
後
に
開
始
す
る
四
半
期
会
計
期
間
及
び
四
半
期
連

結
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
四
半
期
会
計

期
間
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
四
半
期
財
務
諸
表
及
び

四
半
期
連
結
財
務
諸
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
四

半
期
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
の
監
査
証
明
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
年
三
月
三
十
一
日
前
に
終
了
す
る
事
業

年
度
等
に
係
る
財
務
諸
表
等
、
同
年
九
月
三
十
日
前
に

終
了
す
る
中
間
会
計
期
間
等
に
係
る
中
間
財
務
諸
表
等

及
び
同
年
四
月
一
日
前
に
開
始
す
る
四
半
期
会
計
期
間

等
に
係
る
四
半
期
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
結
財
務
諸
表
の
用

語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十

一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
十
三
条
に
規

定
す
る
国
際
会
計
基
準
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
連
結
財

務
諸
表
を
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
し
て
い
る
連

結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定
国
際

会
計
基
準
特
定
会
社
又
は
米
国
預
託
証
券
の
発
行
等
に

関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

に
よ
り
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
を
米
国
証
券
取
引
委

員
会
に
登
録
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
二
条
第

一
号
に
規
定
す
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
次
条
第

二
項
に
お
い
て
「
米
国
証
券
取
引
委
員
会
登
録
会
社
」

と
総
称
す
る
。
）
の
令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
等
に
係
る
財
務
諸
表
等
、
令
和

二
年
六
月
三
十
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
会
計
期
間
等

に
係
る
中
間
財
務
諸
表
等
及
び
同
年
一
月
一
日
以
後
に

開
始
す
る
四
半
期
会
計
期
間
等
に
係
る
四
半
期
財
務
諸

表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
新
監
査
証
明
府
令
の

規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
内
閣
府
令

第
七
五
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
二
五
日
内
閣
府
令
第

四
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等

の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
及
び
第
四
条

の
規
定
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す

る
連
結
会
計
年
度
及
び
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
連
結
会
計
年
度
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
連
結

財
務
諸
表
、
財
務
諸
表
及
び
財
務
書
類
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
連
結
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
の
監
査

証
明
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
連
結
会

計
年
度
等
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
三

年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
等

に
係
る
連
結
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
四
日
内
閣
府
令
第
五

五
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
内
閣
府
令

第
六
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の

影
響
に
よ
る
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
金
融

の
機
能
の
強
化
及
び
安
定
の
確
保
を
図
る
た
め
の
銀
行

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三

年
十
一
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
二
五
日
内
閣
府
令
第

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
認
会
計
士
法
及
び
金
融
商
品

取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和

五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
令
第

二
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
証

明
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
府
令

の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
会

計
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
又
は
連
結
会
計

年
度
に
係
る
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
財
務
諸
表
等

の
監
査
証
明
の
う
ち
同
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度

又
は
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る

こ
と
を
妨
げ
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
令
第

二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

項
若
し
く
は
第
三
条
第
一
項
又
は
こ
の
附
則
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等

の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
九
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の

附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為

に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

第
一
号
様
式

第一号様式 

監 査 概 要 書(表紙) 

年  月  日提出 

  財務(支)局長 殿 

 公認会計士の事務所名及び氏名

又は監査法人の名称(1) 

               

事務所又は監査法人の所在地 

               

電話番号 

               

 

被監査会社等の一覧(2) 

           (番号) 

 

 

 (本書面の枚数 表紙共  枚) 

(日本産業規格 A4 210×297ミリメートル) 

監 査 概 要 書 

被監査会社等の名称     (番号) 

公認会計士の氏名又は監査法人の名称 
                  

財務諸表   事業年度   第  期     年  月  日から 

                       年  月  日まで 

連結財務諸表 連結会計年度          年  月  日から 

                       年  月  日まで 

第一部 監査人等の概況 

 1 監査人の状況(3) 

  (1)監査責任者等の氏名 

  (2)補助者の状況 

  (3)監査人等の異動状況 

 2 監査契約等の状況(4) 

  (1)監査報酬等の額 

 
本事業年度 前事業年度 備 考 

監査又は証明業務 千円 千円 
 

そ の 他 の 業 務 千円 千円 
 

  (2)監査契約の解除 

 3 品質管理の状況(5) 

  (1)品質管理を担当する公認会計士の氏名又は監査法人の部署 
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  (2)意見審査を行つた公認会計士又は監査法人の担当者の氏名等 

第二部 監査の実施状況等(6) 

 1 監査の実施状況(7) 

従事者の内訳 人 数 従事日数又は時間数 

監査責任者又は業務執行社員 
  

公認会計士 
  

その他 
  

小計 
  

審査担当者 
  

合計 
  

 2 監査の実施において特に考慮した事項等(8) 

  (1)監査人の交代における引継ぎの有無 

                                          

  (2)監査計画の策定及び監査手続の実施において特に考慮した重要な事項 

                                          

  (3)内部統制の開示すべき重要な不備に関する経営者等への報告の状況 

                                          

  (4)重要な不正及び違法行為に関する対処の状況 

                                          

  (5)経営者等とのディスカッションの状況 

                                          

 3 他の監査人の監査結果等の利用状況(9) 

                                          

 4 監査意見等に関する事項(10) 

  (1)監査意見 

  (2)無限定適正意見以外の意見又は意見を表明しない場合の理由 

                                          

  (3)審査の状況 

                                          

 5 継続企業の前提に関する注記に係る事項 

                                          

 6 監査上の主要な検討事項(11) 

                                          

 7 追記情報の有無及び事由 

                                          

(記載上の注意) 

(1) 一般的事項 

 a 共同監査の場合には、監査人(監査契約を締結している公認会計士又は監査法人をい

う。第一号様式から第三号様式までにおいて同じ。)それぞれの氏名及び共同監査であ

る旨を記載すること。 

 b 氏を改めた者においては、旧氏及び名を氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載する

ことができる。 

 c 監査概要書提出前一年内に監査法人の名称に変更があつた場合にはその旨を付記する

こと。 

 d 監査を行つた財務諸表等に係る事業年度又は連結会計年度を記載すること。 

(2) 複数の被監査会社等の財務諸表等の監査に係る監査概要書を一括して提出する場合に

は、表紙に当該被監査会社等の名称及び当該被監査会社等の提出した有価証券届出書又

は有価証券報告書に付された提出者の番号を列記すること。 

(3) 監査人の状況 

 a 「監査責任者等の氏名」には、監査人が監査法人ではない場合には監査人たる公認会

計士の氏名及び連続して監査人であつた会計期間を記載し、監査人が監査法人である場

合には業務執行社員、指定社員又は指定有限責任社員の氏名及び連続して監査に関与し

た会計期間を記載すること。 

 b 「補助者の状況」には、補助者の人数及び補助者であつて過去において監査責任者又

は業務執行社員、指定社員若しくは指定有限責任社員であつた者の氏名を記載すること。 

 c 「監査人等の異動状況」には、当事業年度の中間会計期間又は前事業年度の監査人又

は業務執行社員、指定社員若しくは指定有限責任社員が当事業年度の監査人又は業務執

行社員、指定社員若しくは指定有限責任社員と異なる場合に、当事業年度の中間会計期

間又は前事業年度の監査人の名称又は業務執行社員、指定社員若しくは指定有限責任社

員の氏名を記載すること。 

(4) 監査契約等の状況 

 a 「監査又は証明業務」欄には、公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬を記載し、

「その他の業務」欄には公認会計士法第2条第2項の業務に係る報酬を記載すること。 

 b 「備考」欄には、監査又は証明業務及びその他の業務の内容を簡潔に記載すること。 

 c 特に重要な連結子会社(第5条第1項の規定により監査概要書を提出しなければならな

い会社を除く。)について、監査人と同一の公認会計士又は監査法人が監査を行つてい

る場合には、その旨及び当該連結子会社に係る監査報酬の額を「(1)監査報酬等の額」

の記載に付記すること。 

 d 「監査契約の解除」には、監査報告書を被監査会社等に提出した後、監査概要書の提

出までの間に監査契約の解除があつた場合に、その旨及び理由を記載すること。 

(5) 品質管理の状況 

 a 意見審査を他の公認会計士又は監査法人が行つた場合には、その旨並びに当該公認会

計士の氏名又は監査法人の名称及び担当者並びに連続して監査人であつた会計期間又

は連続して監査に関与した会計期間を記載すること。 

 b 意見審査を行つた監査法人の担当者が指定社員又は指定有限責任社員である場合には

その旨を付記すること。 

(6) 「監査の実施状況等」の2から7に掲げる事項の記載は、当該事項に該当する場合に記

載すること。 

(7) 監査の実施状況 

 a 「従事者の内訳」中「監査責任者又は業務執行社員」の記載には監査人が監査法人で

はない場合には監査責任者の人数及び従事日数を記載し、監査人が監査法人である場合

には業務執行社員の人数及び従事日数を記載すること。 

 b 「従事者の内訳」中「その他」には、公認会計士以外の補助者の人数及び従事日数を

記載すること。 

 c 「従事者の内訳」中「審査担当者」には、監査証明業務に係る審査を行う者の人数及

び従事日数又は時間数を記載すること。 

 d 「従事日数又は時間数」には、監査の従事日数又は監査時間のいずれかにより記載す

ること。 

 e 特に重要な連結子会社(第5条第1項の規定により監査概要書を提出しなければならな

い会社を除く。)について、監査人と同一の公認会計士又は監査法人が監査を行つてい

る場合には、当該連結子会社に係る監査における従事日数又は時間数を「監査の実施状

況」の記載に付記すること。 

(8) 監査の実施において特に考慮した事項等 

 a 「監査人の交代における引継ぎの有無」には、監査人の交代による初度監査の場合に、

前任監査人からの引継ぎの有無及び引継ぎがなかつた場合の理由を記載すること。 

 b 「監査計画の策定及び監査手続の実施において特に考慮した重要な事項」には、経営

環境の重大な変化、経営上の重大な問題の発生等、当事業年度の監査計画の策定におい

て特に考慮した重要な事項及び監査手続の実施に特に重要な影響を及ぼした事項につ

いて記載すること。 

 c 「内部統制の開示すべき重要な不備に関する経営者等への報告の状況」には、内部統

制の開示すべき重要な不備についての経営者等への報告を行つた場合に、その概要及び

改善の状況について記載すること。 

 d 「重要な不正及び違法行為に関する対処の状況」には、重大な不正及び違法行為を発

見した場合に、経営者等への報告の状況、監査計画の修正及び財務諸表への影響の有無

等について記載すること。 

 e 「経営者等とのディスカッションの状況」には、経営者等と行つたディスカッション

について、その対象者及び趣旨を記載すること。 

(9) 「他の監査人の監査結果等の利用状況」の記載は、重要な子会社等について他の監査

人の監査結果を利用した場合に、当該他の監査人の名称及び監査結果を利用した範囲(子

会社等の名称を含む。)を記載すること。 

(10) 監査意見等に関する事項 

 a 「監査意見」には、無限定適正意見、意見の除外に係る除外事項を付した限定付適正

意見、監査範囲の制約に係る除外事項を付した限定付適正意見又は不適正意見若しくは

意見の表明をしない旨を記載すること。 

 b 「審査の状況」には、審査の対象、意見審査の結果及び意見審査において特に重要と

認められた事項を記載すること。 

(11) 「監査上の主要な検討事項」には、監査上の主要な検討事項の内容、監査上の主要

な検討事項であると決定した理由及び監査上の主要な検討事項に対する監査における対

応について記載すること。 
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第
二
号
様
式

第二号様式 

中 間 監 査 概 要 書(表紙) 

年  月  日提出 

  財務(支)局長 殿 

 公認会計士の事務所名及び氏名

又は監査法人の名称 

               

事務所又は監査法人の所在地 

               

電話番号 

               

 

被監査会社等の一覧 

           (番号) 

 

 (本書面の枚数 表紙共  枚) 

(日本産業規格 A4 210×297ミリメートル) 

中 間 監 査 概 要 書 

被監査会社等の名称     (番号)  

公認会計士の氏名又は監査法人の名称  
                   

第二種中間財務諸表   第 期に係る中間会計期間       年  月  日から 

                               年  月  日まで 

第二種中間連結財務諸表 中間連結会計期間           年  月  日から 

                               年  月  日まで 

第一部 監査人等の概況 

 1 監査責任者等の氏名 

 2 補助者の状況 

 3 監査人等の異動状況 

 4 意見審査を行つた公認会計士又は監査法人の担当者の氏名等 

 5 監査契約の解除 

第二部 中間監査の実施状況等 

 1 中間監査の実施状況 

従事者の内訳 人 数 従事日数又は時間数 

監査責任者又は業務執行社員 
  

公認会計士 
  

その他 
  

小計 
  

審査担当者 
  

合計 
  

 2 監査意見 

 3 継続企業の前提に関する注記に係る事項 

                                          

 4 追記情報の有無及び事由 

                                          

(記載上の注意) 

 監査概要書に準じて記載すること。 

第
三
号
様
式

第三号様式（平15内府令97・全改、令元内府令2・令元内府令14・令2内府令75・一部改正） ファンド及び信託財産に係る監査等要書（表紙） 年月日提出 財務（支）局長殿 公認会計士の事務所名及び氏名 又は監査法人の名称 事務所又は監査法人の所在地 電話番号 （本書面の枚数表紙共枚） （日本産業規格A4210×297ミリメートル） （監査人の氏名又は名称） ファンド又は 監査対象の財務諸表等 信託財産の名 監査責任者又 は業務執行社 員の氏名 監査日数 又は時間 監査報酬備考 の計算期間 称（番号） 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで 年月日から 年月日まで （記載上の注意） 1氏を改めた者においては、旧氏及び名を氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載することができる。 2ファンド及び信託財産ごとに名称及び有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に付された番号を記載すること。 3監査又は中間監査の別を備考欄に記載すること。 

 

13



第
四
号
様
式

第四号様式 

期中レビュー概要書(表紙) 

年  月  日提出   

  財務(支)局長 殿 

 公認会計士の事務所名及び氏名

又は監査法人の名称 

                

事務所又は監査法人の所在地 

                

電話番号 

                

被監査会社等の一覧 

           (番号) 

   (本書面の枚数 表紙共  枚) 

(日本産業規格 A4 210×297ミリメートル)   

期中レビュー概要書 

被監査会社等の名称     (番号)  

公認会計士の氏名又は監査法人の名称  

                   

第一種中間財務諸表   第 期に係る中間会計期間 

年 月 日から  年 月 日まで  

第一種中間連結財務諸表 中間連結会計期間 

年 月 日から  年 月 日まで  

第一部 監査人等の概況 

 1 監査責任者等の氏名 

 2 補助者の状況 

 3 監査人等の異動状況 

 4 結論審査を行った公認会計士又は監査法人の担当者の氏名等 

 5 監査契約の解除 

第二部 期中レビューの実施状況等 

 1 期中レビューの実施状況 

従事者の内訳 人数 従事日数又は時間数 

監査責任者又は業務執行社員   

公認会計士   

その他   

小計   

審査担当者   

合計   

 2 期中レビューの結論 

 3 継続企業の前提に関する注記に係る事項 

                                          

 4 追記情報の有無及び事由 

                                          

 (記載上の注意) 

   監査概要書に準じて記載すること。 

14


